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企業会計基準委員会（ASBJ）は2025年3月11日に、組合等への出資に係る会計処理及び開示に関して、改正
移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」（以下「本改正実務指針」という）を公表しました。 

本改正実務指針では、組合等への出資を行う企業の会計処理及び開示の規定の改正が行われています。いわ
ゆる「総額法」、「折衷法」を採用している場合の会計処理、及び組合等が連結子会社に該当する場合の連結
上の取扱いについての改正は行われていません。 

2024年9月に公表された公開草案から、組合等の構成資産に含まれる出資者の子会社株式及び関連会社株式
は時価評価の対象とはならない旨の明確化が行われました。また、ファンド・オブ・ファンズのように組合
等が別の組合等に出資している場合の考え方も結論の背景に追加的に示されました。 

 

ポイント 

 
 

 本改正実務指針により、以下の要件を満たす組合等への出資は、当該組合等の構成
資産に含まれるすべての市場価格のない株式（出資者の子会社株式及び関連会社株
式を除く）を時価評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることが認めら
れます。時価評価を行う場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上します。 

 組合等の運営者は出資された財産の運用を業としている者であること 

 組合等の決算において、組合等の構成資産である市場価格のない株式について
時価をもって評価していること 

 上記の会計処理を適用するかどうかは企業の方針に基づき、各組合等への出資時に
決定し、出資後に取りやめることはできません。 

 上記の取扱いの対象とした市場価格のない株式については、時価のある有価証券の
減損処理に関する定めに従った減損処理を行います。 

 会計処理に対応した追加の注記が求められています。 

 適用時期は、2026年4月1日以後開始する年度の期首からとし、2025年4月1日以後
開始する年度の期首からの早期適用が認められます。また、適用初年度の経過措置
が設けられています。 

ASBJ、改正移管指針第9号「金融商品会計に
関する実務指針」を公表 

ポイント解説│有限責任 あずさ監査法人 
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1. 改正の経緯 

現行の移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」第132項のもとでは、企業が投資
する組合等の構成資産が金融商品である場合、企業会計基準第10号「金融商品に関する会
計基準」に従った構成資産の評価額を基礎として組合等への出資の会計処理を行います。
したがって、組合等の構成資産が市場価格のない株式である場合は、当該株式は取得原価
で評価され、それを基礎として組合等の出資の会計処理が行われることになります。 

改正の背景として、近年、非上場株式を組み入れたベンチャーキャピタルファンド（以下
「VCファンド」という）等が増加していることがあります。VCファンド等に組み入れられ
た非上場株式を時価評価することによって、財務諸表の透明性が向上し、投資家に対して
有用な情報が提供されることになり、その結果VCファンド等へより多くの成長資金が供給
されることが期待されるため、速やかに会計基準を改正すべきとの要望が聞かれました。
こうした状況を受けて、組合等の出資持分に係る会計上の取扱いの検討が行われ、本改正
実務指針が公表されました（本改正実務指針第308-2項）。 

なお、本改正実務指針の公開草案に対するコメントとして、組合等への出資の会計処理に
関して、いわゆる「総額法」、「折衷法」を採用している場合（「金融商品会計に関する実務
指針」第308項）の会計処理、及び組合等が連結子会社に該当する場合の連結上の取扱いを
明確化することを求める意見も見られましたが、できるだけ速やかな基準開発が期待され
ていること等から、これらについては特段の対応は行わないこととされました。 

 

2. 本改正実務指針に基づく会計処理及び開示 

(1) 組合等の構成資産の時価評価及びその要件 

本改正実務指針では、以下の要件を満たす組合等への出資ついては、その構成資産に含
まれるすべての市場価格のない株式（出資者の子会社株式及び関連会社株式を除く）を
時価評価し、当該組合等への出資者の会計処理の基礎とすることが認められます（本改
正実務指針第132-2項）。本改正実務指針の対象とする組合等をVCファンドとして直接的
に定義することも検討されましたが、VCファンドとその他の組合等を明確に区分するこ
とは困難と考えられたことから見送られ、代わりに以下の要件(i)(ii)が設けられました。
これらの要件により、市場価格のない株式の時価の信頼性を担保することが意図されて
います（本改正実務指針第308-3項）。 

(i) 組合等の運営者は出資された財産の運用を業としている者であること 

(ii) 組合等の決算において、組合等の構成資産である市場価格のない株式について時価
をもって評価していること 

要件(i)における、「組合等の運営者」とは、我が国におけるVCファンドの多くで用いられ
ている投資事業有限責任組合の形態においては、無限責任組合員が該当すると考えられ
ます。また、他の法形態に基づく組合等については、投資事業有限責任組合における無限
責任組合員と類似の業務を執行する者が該当すると考えられるとされています（本改正
実務指針第308-3項）。 

要件(ii)は、市場価格のない株式の時価評価に関する体制の整備状況に関して監査人、財
務諸表作成者及び財務諸表利用者から示された懸念に対し、組合等の決算において時価
評価している場合には、懸念を一定程度緩和できるとして設けられた要件です。「時価を
もって評価している」場合とは、組合等が適用している会計基準により市場価格のない
株式について時価評価が求められている場合のほか、市場価格のない株式について時価
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評価する会計方針を採用している場合が含まれると考えられるとされています。また、
時価評価の方法としては、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」に基づ
く時価で評価する場合のほか、IFRS第13号「公正価値測定」又は米国財務会計基準
Topic820「公正価値測定」に基づいた公正価値で測定する場合も含まれると考えられる
とされています（本改正実務指針第308-3項）。 

時価評価を行う場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上します（本改正実務指針
第132-2項）。 

 

(2) 構成資産の時価評価を行う組合等の選択  

(1)の定めを適用するかどうかは組合等の単位で選択することができます。企業は、市場価
格のない株式を時価評価する組合等の選択に係る方針を定め、出資時に当該方針に基づき
時価評価するかどうかを決定します。出資後に当該決定を取りやめることはできないとさ
れています（本改正実務指針第132-3項）。 

時価評価すると決定した組合等については、原則として、構成資産に含まれるすべての市
場価格のない株式を時価評価することとなります。ただし、企業が直接出資する組合等に
ついて時価評価することを選択しており、かつ、ファンド・オブ・ファンズのように組合等
が別の組合等に出資している場合、企業は組合等が出資する別の組合等ごとに本改正実務
指針の適用要件（上記(1)の(i)及び(ii)）を満たすか判定を行い、要件を満たした別の組合等
についてのみ、その構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式（出資者の子会社株
式及び関連会社株式を除く）を時価評価し、その組合等への出資者の会計処理の基礎とす
ることになると考えられるとされています（本改正実務指針第308-5項）。 

 

(3) 減損処理 

市場価格のない株式を時価評価すると決定した組合等の構成資産である市場価格のない株式
（出資者の子会社株式及び関連会社株式を除く）には、市場価格のない株式等の減損処理に関
する定め（本改正実務指針第92項）ではなく、時価のある有価証券の減損処理に関する定め
（本改正実務指針第91項）に従った減損処理を行うこととされています（本改正実務指針第
132-4項）。すなわち、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場
合を除き、当該時価を貸借対照表価額とし、評価差額を損失として処理します。 

 

(4) 開示 

貸借対照表に組合等への出資の持分相当額を純額で計上している場合には、時価注記を行
っていない旨、及び当該出資の貸借対照表計上額の合計額の注記が要求されていますが（企
業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第24-16項）、組合
等の構成資産である市場価格のない株式を時価評価する場合、この注記に併せて以下の事
項を注記することが求められます。なお、連結財務諸表において注記している場合には、
個別財務諸表での記載を省略することが認められます（本改正実務指針第132-5項）。 

 組合等の構成資産である市場価格のない株式（出資者の子会社株式及び関連会社株
式を除く）を時価評価している旨 

 市場価格のない株式を時価評価する組合等の選択に関する方針 

 市場価格のない株式を時価評価している組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額 
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3. 適用時期及び経過措置
本改正実務指針は、2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適
用されます。また、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの
早期適用が認められます（本改正実務指針第195-20項）。 

本改正実務指針のもとでは、組合等への出資時に、企業が定めた方針に従って組合等の
構成資産に含まれる市場価格のない株式を時価評価するかどうかを決定しますが、適用
初年度の期首時点において既に出資している組合等の取扱いについて、経過措置が設け
られています。具体的には、適用初年度の期首時点において企業が定めた方針に基づい
て市場価格のない株式を時価評価する組合等を決定し、次の会計処理を行うこととされ
ています（本改正実務指針第205-2項）。 

(1) 適用初年度の期首時点で、市場価格のない株式を時価評価すると決定した組合等の
構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式（出資者の子会社株式及び関連会
社株式を除く）を時価評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする。時価評
価により生じる評価差額の持分相当額は、適用初年度の期首のその他の包括利益累
計額又は評価・換算差額等に計上する。

(2) 適用初年度の期首時点で、市場価格のない株式を時価評価すると決定した組合等の
構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式（出資者の子会社株式及び関連会
社株式を除く）について、時価のある有価証券の減損処理に関する定めに従って、
減損処理を行い、組合等への出資の会計処理の基礎とする。減損処理による損失の
持分相当額は、適用初年度の期首の利益剰余金に計上する。
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